
サービス管理責任者等の研修
制度の取扱い等について











基礎研修修了者について
基礎研修修了者は２人目のサビ児管として個別支援計画の
原案作成ができます。

■基礎研修修了者のみなし配置
令和３年度末までに基礎研修修了者となり，基礎研修受講に必要な実務年数＋２
年の実務年数を満たす場合，基礎研修修了日から３年間はサビ児管として勤務でき
ます。

※必ず，基礎研修修了日から3年以内に実践研修を受講してくださ
い。



H30年以前のサビ児管研修修了者について

平成30年までに，サービス管理責任者研修又は児童発達支援管理責任者
研修を修了された方は，令和５年度の更新研修を受講する必要があります。

更新研修は10月に実施予定ですが、募集は８月に終了しています。

更新研修を受講できなかった方については、来年度以降、実践研修を受講
していただくことになります。

実践研修の受講にあたっては、実践研修受講日直前の５年間に、２年以上
の実務経験が必要となりますので、ご注意ください。


